
政
令
第

号

都
市
の
秩
序
あ
る
整
備
を
図
る
た
め
の
都
市
計
画
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に

関
す
る
政
令

内
閣
は
、
都
市
の
秩
序
あ
る
整
備
を
図
る
た
め
の
都
市
計
画
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
十
六

号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
都
市
計
画
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

都
市
計
画
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
四
年
政
令
第
百
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
二
項
第
一
号
中
「
に
よ
る
」
を
「
第
一
条
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
「
、
専
修
学
校
及
び
各
種
学
校
」
を
削
る
。

第
七
条
の
五
の
見
出
し
を
「
（
再
開
発
等
促
進
区
又
は
開
発
整
備
促
進
区
を
定
め
る
地
区
計
画
に
お
い
て
定
め
る
施
設
）

」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
十
二
条
の
五
第
四
項
第
二
号
」
を
「
第
十
二
条
の
五
第
五
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
六
中
「
第
十
二
条
の
五
第
六
項
第
二
号
」
を
「
第
十
二
条
の
五
第
七
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
七
第
一
号
中
「
第
十
二
条
の
五
第
四
項
第
二
号
」
を
「
第
十
二
条
の
五
第
五
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二

号
中
「
再
開
発
等
促
進
区
」
の
下
に
「
及
び
開
発
整
備
促
進
区
」
を
加
え
、
同
条
第
三
号
及
び
第
四
号
中
「
再
開
発
等
促
進



区
」
の
下
に
「
又
は
開
発
整
備
促
進
区
」
を
加
え
る
。

第
十
四
条
の
二
の
表
地
区
計
画
（
市
街
化
調
整
区
域
内
に
お
い
て
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
の
項
第
三
号
中
「
再
開
発
等

促
進
区
」
の
下
に
「
又
は
開
発
整
備
促
進
区
」
を
加
え
、
同
号
ロ
中
「
第
十
二
条
の
五
第
四
項
第
二
号
」
を
「
第
十
二
条
の

五
第
五
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
再
開
発
等
促
進
区
」
の
下
に
「
及
び
開
発
整
備
促
進
区
」
を
加
え
、
同
項

第
五
号
中
「
再
開
発
等
促
進
区
」
の
下
に
「
又
は
開
発
整
備
促
進
区
」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

法
第
十
二
条
の
十
二
に
規
定
す
る
開
発
整
備
促
進
区
に
お
け
る
地
区
整
備
計
画
の
区
域
に
お
い
て
誘
導
す
べ
き
用
途

及
び
当
該
誘
導
す
べ
き
用
途
に
供
す
る
特
定
大
規
模
建
築
物
の
敷
地
と
し
て
利
用
す
べ
き
土
地
の
区
域

第
十
九
条
の
見
出
し
を
「
（
許
可
を
要
し
な
い
開
発
行
為
の
規
模
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
（
指
定
都

市
等
」
の
下
に
「
（
法
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
都
市
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
「
第
二
十
九

条
第
一
項
第
四
号
」
を
「
第
三
十
三
条
第
六
項
」
に
改
め
、
「
、
第
三
十
一
条
」
を
削
る
。

第
二
十
一
条
の
見
出
し
中
「
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
」
を
「
適
正
か
つ
合
理
的
な
土
地
利
用
及

び
環
境
の
保
全
を
図
る
上
で
支
障
が
な
い
」
に
改
め
、
同
条
中
「
公
益
上
必
要
な
」
を
削
り
、
同
条
第
四
号
中
「
第
二
条
第

五
項
」
を
「
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
鉄
道
事
業
若
し
く
は
同
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
九
号
を
同
条
第
三
十



号
と
し
、
同
条
第
二
十
六
号
か
ら
第
二
十
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
第
二
十
五
号
中
「
市
町
村
、
」
を
「
国

、
都
道
府
県
等
（
法
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
等
を
い
う
。
）
、
市
町
村
（
指
定
都
市
等
及
び
事
務

処
理
市
町
村
を
除
き
、
特
別
区
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
」
に
、
「
庁
舎
、
研
究
所
そ
の
他
」
を
「
研

究
所
、
試
験
所
そ
の
他
の
」
に
改
め
、
「
建
築
物
」
の
下
に
「
で
次
に
掲
げ
る
建
築
物
以
外
の
も
の
」
を
加
え
、
同
号
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

イ

学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
、
同
法
第
八
十
二
条
の
二
に
規
定
す
る
専
修
学
校
又
は
同
法
第
八
十
三
条

第
一
項
に
規
定
す
る
各
種
学
校
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
る
建
築
物

ロ

社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
に
よ
る
社
会
福
祉
事
業
又
は
更
生
保
護
事
業
法
（
平
成
七
年

法
律
第
八
十
六
号
）
に
よ
る
更
生
保
護
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
る
建
築
物

ハ

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
一
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
病
院
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す

る
診
療
所
又
は
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
助
産
所
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
る
建
築
物

ニ

多
数
の
者
の
利
用
に
供
す
る
庁
舎
（
主
と
し
て
当
該
開
発
区
域
の
周
辺
の
地
域
に
お
い
て
居
住
し
て
い
る
者
の
利

用
に
供
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の



ホ

宿
舎
（
職
務
上
常
駐
を
必
要
と
す
る
職
員
の
た
め
の
も
の
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で

定
め
る
も
の
を
除
く
。
）

第
二
十
一
条
第
二
十
五
号
を
同
条
第
二
十
六
号
と
し
、
同
条
第
二
十
四
号
を
同
条
第
二
十
五
号
と
し
、
同
条
第
二
十
三
号

を
同
条
第
二
十
四
号
と
し
、
同
条
第
二
十
二
号
中
「
市
町
村
（
指
定
都
市
等
及
び
事
務
処
理
市
町
村
を
除
き
、
都
の
特
別
区

を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
「
地
方
公
共
団
体
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
十
三
号
と
し
、
同
条
第

二
十
一
号
を
同
条
第
二
十
二
号
と
し
、
同
条
第
十
八
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
第
十
七
号
の
次

に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
八

社
会
教
育
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
号
）
第
二
十
条
に
規
定
す
る
公
民
館
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
る

建
築
物

第
二
十
二
条
の
見
出
し
を
「
（
開
発
行
為
の
許
可
を
要
し
な
い
通
常
の
管
理
行
為
、
軽
易
な
行
為
そ
の
他
の
行
為
）
」
に

改
め
、
同
条
中
「
第
二
十
九
条
第
一
項
第
十
二
号
」
を
「
第
二
十
九
条
第
一
項
第
十
一
号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
の
八
の
見
出
し
を
「
（
開
発
許
可
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
開
発
行
為
を
条
例
で
定
め
る
場
合
の
基
準
）
」
に

改
め
、
同
条
中
「
第
三
十
四
条
第
八
号
の
四
」
を
「
第
三
十
四
条
第
十
二
号
（
法
第
三
十
五
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用



す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
九
条
の
九
と
す
る
。

第
二
十
九
条
の
七
の
見
出
し
を
「
（
法
第
三
十
四
条
第
十
一
号
の
土
地
の
区
域
を
条
例
で
指
定
す
る
場
合
の
基
準
）
」
に

改
め
、
同
条
中
「
第
三
十
四
条
第
八
号
の
三
」
を
「
第
三
十
四
条
第
十
一
号
（
法
第
三
十
五
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
九
条
の
八
と
す
る
。

第
二
十
九
条
の
六
の
見
出
し
を
「
（
市
街
化
区
域
内
に
お
い
て
建
築
し
、
又
は
建
設
す
る
こ
と
が
困
難
又
は
不
適
当
な
建

築
物
等
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
三
十
四
条
第
八
号
」
を
「
第
三
十
四
条
第
九
号
（
法
第
三
十
五
条
の
二
第
四
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
に
改
め
、
「
市
街
化
区
域
内
に
お
い
て
建
築
し
、
又
は
建
設
す
る
こ
と
が
困
難
又
は
不
適

当
な
」
を
削
り
、
同
条
を
第
二
十
九
条
の
七
と
す
る
。

第
二
十
九
条
の
五
の
見
出
し
を
「
（
危
険
物
等
の
範
囲
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
三
十
四
条
第
七
号
」
を
「
第

三
十
四
条
第
八
号
（
法
第
三
十
五
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
改
め

、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
十
四
条
第
七
号
の
市
街
化
区
域
内
に
お
い
て
建
築
し
、
又
は
建
設
す
る
こ
と
が
不
適
当
な
」
を
「

第
三
十
四
条
第
八
号
の
政
令
で
定
め
る
」
に
改
め
、
「
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
」
を
削
り
、
「
第
十
二
条
に
規
定
す
る

」
を
「
第
十
二
条
第
一
項
の
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
九
条
の
六
と
す
る
。



第
二
十
九
条
の
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
主
と
し
て
周
辺
の
地
域
に
お
い
て
居
住
し
て
い
る
者
の
利
用
に
供
す
る
公
益
上
必
要
な
建
築
物
）

第
二
十
九
条
の
五

法
第
三
十
四
条
第
一
号
（
法
第
三
十
五
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令

で
定
め
る
公
益
上
必
要
な
建
築
物
は
、
第
二
十
一
条
第
二
十
六
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
建
築
物
と
す
る
。

第
三
十
条
の
見
出
し
を
「
（
区
域
区
分
に
関
す
る
都
市
計
画
の
決
定
等
の
際
土
地
等
を
有
し
て
い
た
者
が
開
発
行
為
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
期
間
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
三
十
四
条
第
九
号
」
を
「
第
三
十
四
条
第
十
三
号
（
法
第
三
十
五
条
の

二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
を
削
り
、
第
三
十
一
条
の
二
を
第
三
十
一
条
と
す
る
。

第
三
十
四
条
の
見
出
し
を
「
（
そ
の
開
発
行
為
が
行
わ
れ
た
土
地
の
区
域
内
に
お
け
る
建
築
物
の
新
築
等
が
建
築
等
の
許

可
を
要
し
な
い
こ
と
と
な
る
開
発
行
為
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
四
十
三
条
第
一
項
第
五
号
」
を
「
第
四
十
三
条
第
一
項

第
四
号
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
第
十
号
」
を
「
第
九
号
」
に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
の
見
出
し
を
「
（
開
発
許
可
を
受
け
た
土
地
以
外
の
土
地
に
お
け
る
建
築
等
の
許
可
を
要
し
な
い
通
常
の
管

理
行
為
、
軽
易
な
行
為
そ
の
他
の
行
為
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
四
十
三
条
第
一
項
第
六
号
」
を
「
第
四
十
三
条
第
一
項



第
五
号
」
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
第
一
項
第
三
号
イ
中
「
第
八
号
の
二
」
を
「
第
十
号
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
第
三
十
四
条
第
八
号
の
三
」

を
「
第
三
十
四
条
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
第
三
十
四
条
第
九
号
」
を
「
第
三
十
四
条
第
十
三
号
」
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
の
二
の
見
出
し
中
「
通
常
」
を
「
市
街
地
開
発
事
業
等
予
定
区
域
の
区
域
内
に
お
け
る
建
築
等
の
許
可
を
要

し
な
い
通
常
」
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
の
三
中
「
都
の
」
を
削
る
。

第
三
十
八
条
の
二
の
見
出
し
中
「
通
常
」
を
「
施
行
予
定
者
が
定
め
ら
れ
て
い
る
都
市
計
画
施
設
の
区
域
等
内
に
お
け
る

建
築
等
の
許
可
を
要
し
な
い
通
常
」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
の
四
第
三
号
中
「
第
十
二
条
の
五
第
六
項
第
三
号
」
を
「
第
十
二
条
の
五
第
七
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
の
五
の
見
出
し
中
「
通
常
」
を
「
地
区
計
画
の
区
域
内
に
お
い
て
建
築
等
の
届
出
を
要
し
な
い
通
常
」
に
改

め
る
。

第
三
十
八
条
の
七
の
見
出
し
を
「
（
建
築
等
の
届
出
を
要
し
な
い
そ
の
他
の
行
為
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。



ニ

法
第
十
二
条
の
十
二
に
規
定
す
る
開
発
整
備
促
進
区
に
お
け
る
地
区
整
備
計
画
の
区
域
に
お
い
て
誘
導
す
べ
き
用

途
及
び
当
該
誘
導
す
べ
き
用
途
に
供
す
る
特
定
大
規
模
建
築
物
の
敷
地
と
し
て
利
用
す
べ
き
土
地
の
区
域

第
三
十
八
条
の
七
第
四
号
中
「
第
二
十
九
条
第
三
号
」
を
「
第
二
十
九
条
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。

（
建
築
基
準
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
三
十
条
中
「
第
四
十
八
条
第
十
三
項
」
を
「
第
四
十
八
条
第
十
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
第
十
三
項
」
を

「
第
十
四
項
」
に
、
「
第
十
四
項
」
を
「
第
十
五
項
」
に
改
め
る
。

第
百
三
十
条
の
八
の
二
を
第
百
三
十
条
の
八
の
三
と
す
る
。

第
百
三
十
条
の
八
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
第
二
種
住
居
地
域
等
内
に
建
築
し
て
は
な
ら
な
い
建
築
物
の
店
舗
、
飲
食
店
等
に
類
す
る
用
途
）

第
百
三
十
条
の
八
の
二

法
別
表
第
二

項
第
六
号
及
び

項
第
七
号
（
法
第
八
十
七
条
第
二
項
又
は
第
三
項
に
お
い
て
法

（へ）

（る）

第
四
十
八
条
第
六
項
及
び
第
十
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
政
令
で
定
め
る
用
途
は
、
場

外
勝
舟
投
票
券
発
売
所
と
す
る
。



２

法
別
表
第
二

項
第
六
号
及
び

項
（
法
第
八
十
七
条
第
二
項
又
は
第
三
項
に
お
い
て
法
第
四
十
八
条
第
七
項
及
び
第

（と）

（わ）

十
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
政
令
で
定
め
る
用
途
は
、
場
内
車
券
売
場
及
び
勝
舟
投
票

券
発
売
所
と
す
る
。

第
百
三
十
条
の
九
の
二
中
「
別
表
第
二

項
第
四
号
」
を
「
別
表
第
二

項
第
三
号
」
に
改
め
る
。

（ち）

（ち）

第
百
三
十
六
条
の
二
の
五
第
一
項
第
一
号
イ
中
「
再
開
発
等
促
進
区
」
の
下
に
「
及
び
開
発
整
備
促
進
区
」
を
加
え
、
同

号
ロ
中
「
再
開
発
等
促
進
区
」
の
下
に
「
又
は
開
発
整
備
促
進
区
」
を
加
え
る
。

第
百
三
十
七
条
、
第
百
三
十
七
条
の
七
及
び
第
百
三
十
七
条
の
十
二
第
四
項
中
「
第
十
二
項
」
を
「
第
十
三
項
」
に
改
め

る
。第

百
三
十
七
条
の
十
八
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
第
十
二
項
」
を
「
第
十
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
一
号
ハ
中
「
若

し
く
は
第
三
号
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
第
十
二
項
」
を
「
第
十
三
項
」
に
改
め
る
。

第
百
三
十
八
条
第
三
項
及
び
第
百
四
十
四
条
の
二
の
二
中
「
第
十
二
項
」
を
「
第
十
三
項
」
に
改
め
る
。

（
駐
車
場
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

駐
車
場
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
三
百
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



第
七
条
の
見
出
し
中
「
入
口
」
の
下
に
「
に
関
す
る
技
術
的
基
準
」
を
加
え
、
同
条
第
一
項
中
「
自
動
車
の
出
口
（
」
を

「
法
第
十
一
条
の
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
の
う
ち
、
自
動
車
の
出
口
（
」
に
、
「
第
二
条
第
一
号
」
を
「
第
二
条
第
一

項
第
一
号
」
に
、
「
は
、
次
に
掲
げ
る
道
路
又
は
そ
の
部
分
に
設
け
て
は
な
ら
な
い
」
を
「
に
関
す
る
も
の
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

次
に
掲
げ
る
道
路
又
は
そ
の
部
分
以
外
の
道
路
又
は
そ
の
部
分
に
設
け
る
こ
と
。

イ

道
路
交
通
法
第
四
十
四
条
各
号
に
掲
げ
る
道
路
の
部
分

ロ

横
断
歩
道
橋
（
地
下
横
断
歩
道
を
含
む
。
）
の
昇
降
口
か
ら
五
メ
ー
ト
ル
以
内
の
道
路
の
部
分

ハ

小
学
校
、
盲
学
校
、
聾
学
校
、
養
護
学
校
、
幼
稚
園
、
保
育
所
、
知
的
障
害
児
通
園
施
設
、
肢
体
不
自
由
児
通
園

ろ
う

施
設
、
情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
、
児
童
公
園
、
児
童
遊
園
又
は
児
童
館
の
出
入
口
か
ら
二
十
メ
ー
ト
ル
以
内
の

部
分
（
当
該
出
入
口
に
接
す
る
さ
く
の
設
け
ら
れ
た
歩
道
を
有
す
る
道
路
及
び
当
該
出
入
口
に
接
す
る
歩
道
を
有
し

、
か
つ
、
縁
石
線
又
は
さ
く
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
工
作
物
に
よ
り
車
線
が
往
復
の
方
向
別
に
分
離
さ
れ
て
い
る
道

路
以
外
の
道
路
に
あ
つ
て
は
、
当
該
出
入
口
の
反
対
側
及
び
そ
の
左
右
二
十
メ
ー
ト
ル
以
内
の
部
分
を
含
む
。
）

ニ

橋



ホ

幅
員
が
六
メ
ー
ト
ル
未
満
の
道
路

ヘ

縦
断
勾
配
が
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
道
路

こ
う

二

路
外
駐
車
場
の
前
面
道
路
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
歩
行
者
の
通
行
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の

あ
る
と
き
そ
の
他
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
き
を
除
き
、
そ
の
前
面
道
路
の
う
ち
自
動
車
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ

の
少
な
い
道
路
に
設
け
る
こ
と
。

三

自
動
車
の
駐
車
の
用
に
供
す
る
部
分
の
面
積
が
六
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
路
外
駐
車
場
に
あ
つ
て
は
、
縁
石
線
又

は
さ
く
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
工
作
物
に
よ
り
自
動
車
の
出
口
及
び
入
口
を
設
け
る
道
路
の
車
線
が
往
復
の
方
向
別
に

分
離
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
き
、
自
動
車
の
出
口
と
入
口
と
を
分
離
し
た
構
造
と
し
、
か
つ
、
そ
れ
ら
の
間
隔
を
道
路

に
沿
つ
て
十
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

四

自
動
車
の
出
口
又
は
入
口
に
お
い
て
、
自
動
車
の
回
転
を
容
易
に
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
隅
切
り
を
す
る

こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
切
取
線
と
自
動
車
の
車
路
と
の
角
度
及
び
切
取
線
と
道
路
と
の
角
度
を
等
し
く
す
る
こ

と
を
標
準
と
し
、
か
つ
、
切
取
線
の
長
さ
は
、
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

五

自
動
車
の
出
口
付
近
の
構
造
は
、
当
該
出
口
か
ら
、
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
路
外
駐
車
場
又
は
そ
の
部
分
の
区
分
に
応



じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
距
離
後
退
し
た
自
動
車
の
車
路
の
中
心
線
上
一
・
四
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
に
お
い
て
、
道

路
の
中
心
線
に
直
角
に
向
か
つ
て
左
右
に
そ
れ
ぞ
れ
六
十
度
以
上
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
当
該
道
路
を
通
行
す
る
者
の

存
在
を
確
認
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

イ

専
ら
大
型
自
動
二
輪
車
及
び
普
通
自
動
二
輪
車
（
い
ず
れ
も
側
車
付
き
の
も
の
を
除
く
。
以
下
「
特
定
自
動
二
輪

車
」
と
い
う
。
）
の
駐
車
の
た
め
の
路
外
駐
車
場
又
は
路
外
駐
車
場
の
専
ら
特
定
自
動
二
輪
車
の
駐
車
の
た
め
の
部

分
（
特
定
自
動
二
輪
車
以
外
の
自
動
車
の
進
入
を
防
止
す
る
た
め
の
駒
止
め
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
工
作
物
に
よ
り

こ
ま

特
定
自
動
二
輪
車
以
外
の
自
動
車
の
駐
車
の
た
め
の
部
分
と
区
分
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）

一
・
三
メ
ー
ト
ル

ロ

そ
の
他
の
路
外
駐
車
場
又
は
そ
の
部
分

二
メ
ー
ト
ル

第
七
条
第
二
項
中
「
前
項
の
」
を
「
前
項
第
一
号
の
」
に
、
「
同
項
各
号
」
を
「
同
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
」
に
改
め
、
同
項

第
一
号
中
「
前
項
第
一
号
」
を
「
前
項
第
一
号
イ
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
八
項
中
「

第
四
項
か
ら
前
項
ま
で
」
を
「
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
す
る
。

第
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
車
路
に
関
す
る
技
術
的
基
準
）



第
八
条

法
第
十
一
条
の
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
の
う
ち
車
路
に
関
す
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

自
動
車
が
円
滑
か
つ
安
全
に
走
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
車
路
を
設
け
る
こ
と
。

二

自
動
車
の
車
路
の
幅
員
は
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
自
動
車
の
車
路
又
は
そ
の
部
分
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か

ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
幅
員
と
す
る
こ
と
。

イ

一
方
通
行
の
自
動
車
の
車
路
の
う
ち
、
当
該
車
路
に
接
し
て
駐
車
料
金
の
徴
収
施
設
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
か
つ

、
歩
行
者
の
通
行
の
用
に
供
し
な
い
部
分

二
・
七
五
メ
ー
ト
ル
（
前
条
第
一
項
第
五
号
イ
に
掲
げ
る
路
外
駐
車
場

又
は
そ
の
部
分
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
自
動
二
輪
車
専
用
駐
車
場
」
と
い
う
。
）
の
特
定
自
動
二
輪
車
の
車
路

又
は
そ
の
部
分
に
あ
つ
て
は
、
一
・
七
五
メ
ー
ト
ル
）
以
上

ロ

一
方
通
行
の
自
動
車
の
車
路
又
は
そ
の
部
分
（
イ
に
掲
げ
る
車
路
の
部
分
を
除
く
。
）

三
・
五
メ
ー
ト
ル
（
自

動
二
輪
車
専
用
駐
車
場
の
特
定
自
動
二
輪
車
の
車
路
又
は
そ
の
部
分
に
あ
つ
て
は
、
二
・
二
五
メ
ー
ト
ル
）
以
上

ハ

そ
の
他
の
自
動
車
の
車
路
又
は
そ
の
部
分

五
・
五
メ
ー
ト
ル
（
自
動
二
輪
車
専
用
駐
車
場
の
特
定
自
動
二
輪
車

の
車
路
又
は
そ
の
部
分
に
あ
つ
て
は
、
三
・
五
メ
ー
ト
ル
）
以
上

三

建
築
物
（
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
建
築
物
を
い
う
。
以
下



同
じ
。
）
で
あ
る
路
外
駐
車
場
の
自
動
車
の
車
路
に
あ
つ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

イ

は
り
下
の
高
さ
は
、
二
・
三
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ロ

屈
曲
部
（
タ
ー
ン
テ
ー
ブ
ル
が
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
自
動
車
を
五
メ
ー
ト
ル
以

上
の
内
法
半
径
で
回
転
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
（
自
動
二
輪
車
専
用
駐
車
場
の
屈
曲
部
に
あ
つ
て
は
、
特
定
自

の
り

動
二
輪
車
を
三
メ
ー
ト
ル
以
上
の
内
法
半
径
で
回
転
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
）
で
あ
る
こ
と
。

の
り

ハ

傾
斜
部
の
縦
断
勾
配
は
、
十
七
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
。

こ
う

ニ

傾
斜
部
の
路
面
は
、
粗
面
と
し
、
又
は
滑
り
に
く
い
材
料
で
仕
上
げ
る
こ
と
。

（
宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
三
百
八
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
五
第
二
号
中
「
及
び
第
十
二
項
た
だ
し
書
」
を
「
、
第
十
二
項
た
だ
し
書
及
び
第
十
三
項
た
だ
し
書
」
に
改
め

る
。第

三
条
第
一
項
第
二
号
中
「
第
十
二
項
」
を
「
第
十
三
項
」
に
改
め
る
。

（
地
方
住
宅
供
給
公
社
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）



第
五
条

地
方
住
宅
供
給
公
社
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
百
九
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
七
号
中
「
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
二
項
第
二
号
、
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
、

第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
（
同
法
第
三
十
五
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
、
第
四
十
三
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

（
都
市
開
発
資
金
の
貸
付
け
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

都
市
開
発
資
金
の
貸
付
け
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
一
年
政
令
第
百
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
五
条
中
「
再
開
発
等
促
進
区
」
の
下
に
「
及
び
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
開
発
整
備
促
進
区
」
を
加
え
る
。

（
公
共
用
飛
行
場
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
騒
音
に
よ
る
障
害
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

公
共
用
飛
行
場
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
騒
音
に
よ
る
障
害
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令

第
二
百
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
中
「
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
二
項
第
二
号
、
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書

」
を
「
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
（
同
法
第
三
十
五
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
に
、
「
第
四



十
三
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
四
十
三
条
第
三
項
」
に
、
「
並
び
に
第
五
十
八
条
の
六
第
一
項
」
を
「
及
び
第
五
十
八
条

の
六
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条

公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
二
百
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
九
条
第
一
項
第
四
号
中
「
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
二
項
第
二
号
、
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
」

を
「
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
（
同
法
第
三
十
五
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
に
、
「
並
び
に

」
を
「
及
び
」
に
改
め
る
。

（
日
本
下
水
道
事
業
団
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
九
条

日
本
下
水
道
事
業
団
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
二
百
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
号
中
「
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
二
項
第
二
号
、
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
四
十

三
条
第
一
項
第
一
号
並
び
に
」
を
「
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
（
同
法
第
三
十
五
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
、
第
四
十
三
条
第
三
項
及
び
」
に
改
め
る
。



（
不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
条

不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
施
行
令
（
平
成
六
年
政
令
第
四
百
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
二
号
中
「
及
び
第
十
二
項
た
だ
し
書
」
を
「
、
第
十
二
項
た
だ
し
書
及
び
第
十
三
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
る
。

（
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
の
債
務
等
の
処
理
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
の
債
務
等
の
処
理
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
三
百
三
十
五
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
中
「
第
二
十
九
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
五
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
」
を
「
第
二
十
九
条
第
一

項
各
号
」
に
改
め
る
。

（
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
法
施
行
令
及
び
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
法
施
行
令
の
一
部

改
正
）

第
十
二
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
二
項
第
二
号
、
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
た

だ
し
書
」
を
「
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
（
同
法
第
三
十
五
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
に
、

「
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
四
十
三
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。



一

独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
二
百
九
十
三
号
）
第
二
十
八

条
第
一
項
第
十
号

二

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
百
六
十
号
）
第
三
十
四
条
第
一
項
第
九
号

附

則

こ
の
政
令
は
、
都
市
の
秩
序
あ
る
整
備
を
図
る
た
め
の
都
市
計
画
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九

年
十
一
月
三
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
の
規
定
は
、
同
法
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日

（
平
成
十
八
年
十
一
月
三
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。



理

由

都
市
の
秩
序
あ
る
整
備
を
図
る
た
め
の
都
市
計
画
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
都
道
府
県
知
事
が
そ
の

市
街
化
調
整
区
域
に
係
る
開
発
行
為
に
つ
い
て
開
発
許
可
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
主
と
し
て
周
辺
の
地
域
に
お
い
て
居
住
し
て

い
る
者
の
利
用
に
供
す
る
公
益
上
必
要
な
建
築
物
と
し
て
、
学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
を
定
め
る
等
関
係
政
令
の

規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


